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1.は じ め に

平成13年,『循環型社会白書』(環境省)がはじめて

公表された。これは前年に制定された循環型社会形成

推進基本法に基づき作成されたものである。この中で

述べられているとおり,我が国のように高度に発達し

た消費社会において,従前の大量生産,大量消費,大

量廃棄型の経済システムでは,21世紀において持続的

に発展していくことは不可能である。これまでの一方

通行型の経済システムを根本からみなおし,社会のあ

らゆる構成員が適正な役割分担のもとで,この課題に

総力をあげて取り組むことが重要であると考えられ

る。その中で,消費者は,環境に配慮した消費選択を

おこなうとともに,消費活動から発生する廃棄物の排

出を抑制し,そのうえで再生利用を推進していくこと

が求められている。地方自治体においては,これらを

推進するための廃棄物行政の適正な実施等が求められ

ているのである。そこで本稿では生活系ごみの排出構

造の実態について,地方自治体が実施する減量化施策

を考慮しながら分析をおこない,循環型社会への転換

に必要な方策について考えるための一助としたい。

これまでにごみの排出に関する研究はいくつかなさ

れてきており,その実態やこれに影響を及ぼす要因な

どについていくつかの知見が得られている。1)ところ

でこれまでの研究においては多くの場合ごみ排出量の

総量が分析対象となっており,ごみの種類にまで言及

したものはあまりない。しかしごみの種類,特に資源

ごみとそれ以外のごみとを分けて考えることは重要で

あると考えられる。再生利用の促進に直接関連する資

源ごみの量と排出抑制に関連が深い資源ごみ以外のご

みの量とでは,それぞれ持つ意味合いが異なってくる

からである。2)循環型社会の実現にとって,ごみの総量

は少ないほど望ましく,そのうち資源ごみの量(もし

くは比率)は多いほど望ましいと考えられるため,こ

れら2つの側面からごみ排出の実態をみていく必要が

あると考えられるのである。さらに,資源ごみの排出

量とそれ以外のごみの排出量との間には移動など何ら

かの関連がある可能性も考えられよう。

そこで本稿ではこれらのことを踏まえ,生活系ごみ

を主な対象として,排出量を総量だけでなく,可燃ご

み,不燃ごみ及び資源ごみといったごみの種類別にも

分析をおこない,より詳細な実態の把握を試みること

とする。その際これまでの先行研究によってごみ排出

量の総量に影響を及ぼす要因としてとりあげられた人

口規模等の地域特性やごみの分別数や手数料等の施策

特性等を考慮しながら分析していく。

ここで,ごみ及び廃棄物とは何かを確認しておこう。

廃棄物処理法では廃棄物は自ら利用したり他人に有償

で譲り渡すことが出来ないために不用になったものの

ことであり,大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2つに

区分されている。産業廃棄物は,事業活動に伴って生

じた廃棄物のうち,法律で定められた19種類のものを

指す。一做廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し,

主に家庭から発生する生活系ごみとオフィスや飲食店

から発生する事業系ごみと,し尿に分別される。

一般廃棄物の処理に関する責任は市町村にあり,市

町村もしくは市町村が委託する業者によって処理され

るのが基本である。事業系の一般廃棄物の処理責任は

事業者にあり,処理方法としては,直接処理場へ搬入

する方法,自治体の許可を受けた業者へ依頼する方法,

自らが適正に処理をする方法がある。なお,『一般廃棄

物の排出及び処理状況等』(環境省)によれば平成11年

度のごみ総排出量は5,145万t,一人一日当たりのごみ

排出量はl,114g/人日となっている。

2.分析方法と資料

本稿で用いた資料は,「一般廃棄物処理事業実態調査

(平成10年度実績)」(環境省)のごみ処理に関する市

町村別データである。このうち,各項目の記載に漏れ

や矛盾があるものを除いた2,708データを用いて,後に

示す分類ごとに一人一日当たりのごみ搬入量(g/人

日)の平均値及び参考として標準偏差を算出した。ご

み排出量は計画処理量(=計画収集量十直接搬入量)

に自家処理量を加えたものを指すが,資料の制約上,

ここでは,収集量に直接搬入量を加えたごみ搬入量を

その代理として用いた。また先述のようにごみ収集量

のなかには生活系ごみ以外に事業系ごみが含まれてお

り,これについてもあわせて考慮した。なお,上記の

資料において生活系ごみ,事業系ごみの量について,

各市町村の調査結果等資料がない場合には,下記のよ
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表1 都市階級別にみたごみ搬入量(g/人日)

表2 ごみの収集の状況(生活系ごみ・資源ごみ以外) 表3 資源ごみの分別数(生活系ごみ)
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うに収集形態等を勘案して推定されている。

生活系ごみ=直営収集ごみ十委託業者収集ごみ

事業系ごみ=許可業者収集ごみ十直接搬入ごみ

この推定例に従い,ごみの種類ごとの収集量において

も直営収集量と委託業者収集量を加えたものを生活系

ごみの収集量,及び許可業者収集量を事業系ごみの収

集量として分析をおこなった。

3.都市階級別にみたごみ搬入量について

人口規模がごみ搬入量に与える影響についてみてみ

よう。

ここでは｢家計調査｣(総務省)に基づき,各自治体

を大都市(人口100万以上の市及び東京都区部),中都

市(人口15万以上100万未満の市),小都市A(人口5万

以上15万未満の市),小都市B(人口5万未満の市)及

び町村の5つの都市階級に分類した。町村には人口5

万以上の自治体もいくつか存在するが,ここでは人口

規模だけではなくあわせて生活スタイルを考慮するこ

とが出来るという利点から,上述の分類を用いること

とした。

都市階級別にみたごみ搬入量が表1に示されてい

る。これによるとごみ搬入量の総量としては,小都市

Bを除いて,都市階級が上がるにしたがって搬入量が

大きくなっているという傾向がみられる。最も多い搬

入量を示したのは大都市で,その値は1481.lg/人日で

ある｡これは最も少ない町村の約1.9倍にものぼってい

る。生活系ごみにおいても,同様の傾向がみられるが,

その格差は縮小され,大都市の搬入量は町村の約1.3倍

となっている。事業系ごみの搬入量は都市階級間格差

が非常に大きく,大都市は町村の3.9倍にものぼってい

る。大都市のごみ搬入量減少のためには事業系ごみに

対する対策も必要であることがわかる。町村や小都市

Bで標準偏差の値が平均値に比して大きくなってお

り,これらの都市階級においては,同じ程度の人口規

模にあっても,その他の地域特性や産業の特徴などが

ごみの搬入量の多寡に大きくかかわっているのではな

いかと考えられる。また,ごみに関する施策も格差が

大きいのかもしれない。

ごみの種類ごとの収集量をみると,都市階級によっ

てかなりのばらつきがあることがわかる。混合ごみに

ついては大都市できわめて多く,逆に可燃ごみは最も

小さい値となっている。資源ごみについても生活スタ

イルから勘案すれば大きい値をとると予想される大都

市において最小の値となっており,最大値を示す小都

市Aの約2分の1となっている。これらのことより,

都市階級間でごみの分別収集に関する施策にかなりの

相違があることが推測される。都市階級間のごみ排出

実態の相違は人口規模や生活スタイルだけではなく,

各自治体のごみに関する施策によっても強く規定され

ていると考えられる。

4.分別収集の状況及び資源ごみの分別数別

にみたごみ搬入量について

生活系ごみの分別収集に関する施策について都市階

級ごとに概観してみよう。この際,先にも述べたよう

に資源ごみとそれ以外のごみを,分けて考えることが

有効であると考えられる｡3)資源ごみ以外のごみの収

集状況及び,資源ごみの分別数についてまとめたもの

が表2,3である。資源ごみ以外のごみの収集状況に

おいては,大都市では,混合ごみ型と可燃ごみ十不燃

ごみ型をとっている自治体が50%ずつであるのに対し

て,それ以外の都市階級では約90%前後の自治体が,

可燃ごみ十不燃ごみ型であることがわかった。これは

ごみ処理施設の処理能力の違いによるところも大きい

のではないかと思われる。資源ごみの分別数について

みると大都市では,分別数が2以下及び6以上の自治

体は存在せず,分別数3~5に集中していた。特に分

別数3はその60%を占めている。中都市及び小都市A

では,分別数3~5がそれぞれ20%超えることがわかっ

た。小都市Bでは分別数にややばらつきがみられ,人

口規模の大きい都市階級に比して分別数が少ない自治

体が多い。その傾向は町村でいっそう強くなる。町村

においては資源ごみの収集がない自治体が約22%も存

在する。

表は記載していないが資源ごみの分別種類をみる

と,金属,ガラスを分別収集する自治体が多くみられ

る。次いで紙である。これらは都市階級間でそれほど

大きな差はみられない。ペットボトルの分別収集は,

大都市では対象としたすべての自治体でなされている

が,町村では約40%の自治体でしかなされていない。

都市階級に分類し地域特性を考慮したうえで,ごみ

の分別数別にごみ搬入量の実態をみていこう。その際,

上述の結果を踏まえ,資源ごみ以外のごみについては

大都市を除くすべての都市階級において90%前後の自

治体が採用している可燃ごみ十不燃ごみ型の収集をと

りあげることとし,資源ごみの分別数別に絞って分析

をおこなう。なお,可燃ごみ十不燃ごみ型に絞った場

合も資源ごみの分別数の分布割合は,全体の場合と大

きく変化しない。

ここで,可燃ごみ十不燃ごみ型の収集をしている自

治体と,混合ごみ型の自治体とのごみ搬入量の実態を

比較しておこう。ごみ搬入量総量でみると,すべての

都市階級において混合ごみ型の方が多くなっている

が,生活系ごみの搬入量では,明確な傾向はみられな

い。事業系ごみの搬入量はすべての都市階級で混合ご

み型の方が多くなっている。また,資源ごみはすべて

の都市階級で混合ごみ型がやや小さい値を示してい

る。
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表4-1 資灌ごみの分別数別にみたごみ搬入量(大都市・可燃ごみ十不燃ごみ型)(g/人日)

表4-2 資源ごみの分別数別にみたごみ搬入量呻都市・可燃ごみ十不燃ごみ型)(g/人日)

表4-3 資源ごみの分別数別にみたごみ搬入量(小都市A・可燃ごみ十不燃ごみ型)(g/人日)
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表4-4 資源ごみの分別数別にみたごみ搬入量(小都市B・可燃ごみ十不燃ごみ型)(g/人日)

表4-1~4-5を用いて資源ごみの分別数でごみ搬入量

が異なってくるのかその傾向を探ってみよう。

ごみの搬入量総量でみると,大都市では,自治体数

が少なく厳密なことはいえないが,この都市階級で最

も分別数の多い分別数5の自治体の平均値が他に比べ

てより小さな値を示している。中都市では分別数2の

場合が最もごみ搬入量が小さく,次いで分別数5,6

となっており,分別数1が最も搬入量が大きい。小都

市Aでは分別数Oが最も搬入量が小さくなっている。

小都市Bでは,最小値を示すのが分別数6以上,町村

では分別数4と,各都市階級に共通な傾向はみられず,

これらの結果からは分別数がごみ搬入量に与える影響

は明確に出来なかった｡生活系ごみの搬入量でみよう。

これは搬入量総量とかなり異なった結果になっている

-

が,やはり分別数が生活系ごみの搬入量に与える影響

は明確にすることが出来なかった。事業系ごみについ

ても,収集の有無や分別数が生活系ごみと異なってい

ることもあり,明確な傾向は得られなかった。

資源ごみの収集量(直営十委託業者)をみると,多

少の変動はあるものの,どの都市階級においても分別

数の増加に伴い収集量が増加していることがわかる。

また,可燃ごみと不燃ごみの収集量(直営十委託業者)

の合計は,分別数が増加するにしたがって,比例的で

はないが減少していく。つまり,分別数の増加は,リ

サイクルに直接まわすことの出来る資源ごみの収集量

を増加させるとともに,それ以外のごみの収集量を減

量させる効果が認められるといえよう。これまでの研

究において分別収集においてはあまり分別数が多すぎ
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るとごみ減量効果がみられなくなることが指摘される

ことがあったが,それはこの結果からは資源ごみの増

加量とそれ以外のごみの減少量が分別数によって異な

り,両者が相殺された結果であるためだとわかった。

このことよりどの段階での排出抑制をより重視するか

によって,適正な分別数が異なってくることが示唆さ

れる。また,中都市や小都市Bに比べ大都市,小都市

A,町村では,分別数の増加に伴う資源ごみ以外の収

集量の減少が大きくなっており,都市階級で分別数の

減量効果に違いが認められることがわかった。

5.ごみ手数料の状況及びごみ手数料の状況

別にみたごみ搬入量について

ごみ手数料はごみの種類ごとに決められており,す

べてを同時にみていくことは困難である。そこで,資

源ごみはごみ手数料が有料である自治体は比較的少な

いことから,資源ごみ以外のごみを対象とし,その実

施状況をみることとした。その結果が表5である。これ

は資源ごみ以外のごみの収集形態ごとに自治体を分

け,収集しているごみの種類についてすべて有料であ

る自治体数をみたものである。さらに有料であるもの

についてはその徴収形態(従量制,定額制)で分類し

た。

ごみ手数料が無料である自治体は,大都市で70%,

中都市で約77%,小都市Aで約67%,小都市Bで約

58%,町村で約48%と都市階級が上位のものほどその

比率が高い傾向にある。また,ごみ手数料が有料であ

る場合の徴収状況をみると,定額制より従量制を採用

している自治体が多いことがわかる。

ごみ手数料の状況別のごみ搬入量については,前節

と同様に,可燃ごみ十不燃ごみ型の収集をおこなって

いる自治体を分析対象とした。その結果が表6-1~6-5

である。

まず,ごみ手数料が有料の場合と無料の場合につい

て比較してみていこう。大都市においては,この収集

形態で可燃ごみ,不燃ごみともに有料である自治体は

なかった。中都市では約4%の自治体で有料であった。

小都市Aで約10%,小都市Bで約19%,町村では約30%

と有料である自治体の割合が増加していく。全体でみ

た場合と同様に,特に都市階級の上位では,ごみ手数

料が有料である自治体が少なく,さらにその比率も低

いため,厳密なことはいいがたいことは否めないだろ

う。

大都市を除くいずれの都市階級においても,ごみ手

数料が有料である自治体のごみ搬入量の総量は,無料

である自治体のそれよりも小さい。生活系ごみの搬入

量,さらに可燃ごみと不燃ごみの合計でみても同様で

ある。これらのことから,ごみ手数料の有料化施策は

ごみ搬入量に対する減量効果があるといえるだろう。

小都市Bでは,手数料が無料である自治体に比べ,有

料である自治体は,ごみ搬入量の総量がきわめて小さ

い値を示している。これは可燃ごみの収集量の差によ

る部分が大きい。

生活系ごみの手数料が有料であることが,生活系ご

みへの事業系ごみ混入を減少させるか否かについてみ

よう。ここでは,生活系ごみへの事業系ごみ混入の減

少の結果,事業系ごみの搬入量が多くなると考えよう。

事業系ごみの搬入量を手数料の有無別にみると,小都

市A以外は生活系ごみと同様,無料の方が搬入量が多

いことがわかる。可燃ごみと不燃ごみの収集量の和で

みても中都市以外は,無料の方が大きい値を示してい

る。事業系ごみに関する施策を統一していないので,

厳密にはいえないが,生活系ごみの手数料の影響しか

存在しないと考えるならば,ごみ手数料の有料化は事

務系ごみの混入を減少させているとはいえない結果と

なった。また,有料である可燃ごみ,不燃ごみから,

有料でない場合が多い資源ごみ対しても,搬入量が流

れているといった結果は得られなかった。

ごみ手数料を従量制及び定額制の徴収方法に分けて

みていこう。ごみ手数料において定額制をとる自治体

は少なく,やはり厳密なことはいいがたいことは否め

ないだろう。

しかし,ごみ搬入量総量でみても,生活系ごみの搬

入量に限ってみても従量制の方がかなり大きな減量効

果を持っていることがわかる。特に小都市Bでその効

果は大きいものとなっている。従量制をとる自治体の

事業系ごみの搬入量は,小都市Bを除いていずれの都

市階級においても手数料無料の自治体のそれより大き

い値となっており,事業系ごみの生活系ごみへの混入

を減少させる効果があることを示唆しているといえよ

う。

6.お わ り に

本稿では生活系ごみを主な対象として,排出量を総

量だけでなく,可燃ごみ,不燃ごみ及び資源ごみといっ

たごみの種類別にも分析をおこない,より詳細な実態

の把握を試みた。その際,人口規模等の地域特性やご

みの分別数や手数料等の施策特性等を考慮しながら分

析した。主な結果は以下のとおりである。

都市階級が上がるにしたがってごみの搬入量が大き

くなるという傾向がみられた。また,都市階級間のご

み排出実態の相違は人口規模や生活スタイルだけでは

なく,各自治体のごみに関する施策によっても強く規

定されていると考えられる。

ごみの分別数においては,ごみ排出量総量では明確

な傾向はみいだせなかったが,ごみの種類別でみると,

分別数の増加は,資源ごみの収集量を増加させ,それ

以外のごみの収集量を減量させる効果があることがわ

かった。

ごみの手数料においては,とくに従量制の徴収形態
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表5 ごみ手数料の状況(生活系ごみ)

生活系ごみの排出構造の実態について

表6-1 生活系ごみの手数料の状況別にみたごみ搬入量(大都市・可燃ごみ十不燃ごみ型)(g/人日)

表6-2 生活系ごみの手数料の状況別にみたごみ搬入量(中都市・可燃ごみ十不燃ごみ型)(g/人日)
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関 根 美 貴

表6-3 生活系ごみの手数料の状況別にみたごみ搬入量(小都市A・可燃ごみ十不燃ごみ型)(g/人日)

表6-4 生活系ごみの手数料の状況別にみたごみ搬入量(小都市B・可燃ごみ十不燃ごみ型)(g/人日)

表6-5 生活系ごみの手数料の状況別にみたごみ搬入量(町村・可燃ごみ十不燃ごみ型)(g/人日)
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生活系ごみの排出構造の実態について

で当該種類のごみの収集量に対するかなり大きな減量

効果が認められた。また,手数料有料全体では認めら

れなかった生活系ごみへの事業系ごみの混入を減少さ

せる効果についても認められる結果となった。

今後の課題としては,事業系ごみに関する施策につ

いて考慮することや,複数のごみ政策を同時に考慮す

る必要性などがあげられるだろう。

これらの点を考慮した計量経済学的な分析について

は,稿をあらためることとする。
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